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【個人向け】
支 援 策 対 象 概 要 問 合 せ 先

生
活

支
援

生
活

資
金

の
支

援

特別定額給付金

【国・町】

基準日(R2.4.27)に

住民基本台帳に記載

されている人

・一律に国民１人あたり10万円を給付。郵送

またはオンラインにより申請。（詳しくはＰ４

をご覧ください）

総務課

�32―1101

生活福祉資金貸付制度

【社会福祉協議会】

感染症の影響により

収入が減少した世帯

・据置期間や償還期限を延長した無利子・保証人

不要の緊急小口資金等の特例貸付を実施。

県・町社会福

祉協議会

国民健康保険傷病

手当金【町】

被用者のうち感染また

は感染の疑いがある

被保険者

・感染または感染の疑いにより、事業所等で勤務

できず収入が減少した被保険者に対して、1月

1日以降の休暇取得期間のうち、4日目以降の

期間について給与収入減少額の2/3を支給。

住民人権課

�32―1104

後期高齢者医療保険

傷病手当金【町】
納付が困難な人

・感染または感染の疑いにより、事業所等で勤務

できず収入が減少した被保険者に対して、1月

1日以降の休暇取得期間のうち、4日目以降の

期間について給与収入減少額の2/3を支給。

健康福祉課

�32―1105

子
ど

も
が

い
る

人
向

け

子育て世帯への臨時

特別給付金【国・町】
児童手当を受給する世帯

・臨時特別の給付金(一時金)として、対象児童

１人につき1万円を上乗せ支給。

子ども課

�32―5078

子育て世帯等応援

給付金【町】

児童手当対象者、児童

扶養手当対象者

・児童手当対象児童1人につき1万円（国の子育て世帯

への臨時特別給付金対象者に上乗せ給付）、および

児童扶養手当対象児童1人につき1万円給付。

子ども課

�32―5078

未来応援定額給付金

【町】

4月27日時点で町の住民

基本台帳に記載されており、

4月28日以降3月31日まで

に出産または出産予定の人

・妊婦および新生児を出産した母親に対し10万

円を給付。（詳しくはＰ４をご覧ください）

健康福祉課

�32―1105

納
税

等
の

特
例

納税猶予の特例

【国・県・町】

2月以降収入が減少

(前年同月比▲20％)し

納付が困難な人

・無担保かつ延滞金なしで納税を1年間猶予。

《国》所得税など、《県》自動車税など、

《町》町県民税、固定資産税、軽自動車税など

税務課

�32―1103

大垣税務署

西濃県税事務所

国民年金保険料の

減免【国】

感染症の影響により

収入が下がった人
・国民年金保険料を減免。 大垣年金事務所

国民健康保険税の

減免【町】

主たる生計維持者の

収入が減少(前年比

▲30％)した世帯

・感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が

減少(前年比▲30％)した世帯を対象に国民健康

保険税を減免。（詳しくはＰ５をご覧ください）

税務課

�32―1103

自動車税・軽自動車税

の軽減措置延長

【県・町】

自家用乗用車を取得

する人

・自動車税・軽自動車税環境性能割の税率を1％

軽減する措置を6月延長し、令和3年3月31日

までに取得したものを対象。

税務課

�32―1103

県自動車税事務所

占用料等納入猶予

【県・町】
納入が困難な人

・道路、河川、砂防の占用料等について、納入が困難

な人に対し、最長で1年間（町は最長令和3年3月31

日）納入を猶予し、猶予期間中の延滞金は免除。

建設課

�32―5081

大垣土木事務所

後期高齢者医療保険・

介護保険料の減免・納

付猶予【町】

納付が困難な人
・感染症の影響により納付が困難な人に対し、税

額の減免や納付を猶予。

健康福祉課

�32―1105

水道料金・下水道使用

料等の支払猶予【町】

事業の悪化や収入が

大幅に減少したことに

より納入が困難な人

・水道料金・下水道使用料等について支払いが

困難な人に申請月から７月請求分までの支払い

を８月末まで猶予。

水道課

�32―5082

新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症対対策策にに関関すするる主主なな支支援援策策一一覧覧

（令和2年6月17日現在の内容のため、追加・変更される場合があります）

新型コロナウイルス感染症に関して、町民の皆さんおよび町内事業者の皆さんが利用可能な各種制度を紹介します。

詳しくは町ホームページをご覧ください。
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【事業者向け】
支 援 策 対 象 概 要 問 合 せ 先

感
染
防
止

感
染
防
止

新型コロナウイルス

感染防止対策助成

事業【町】

対象となる事業者

・休業要請後の再開に際し、新型コロナウイルスの

感染防止対策として行う施設整備等を行う事業者

に対し、必要な経費を上限10万円で助成。

企業誘致・商工

観光課

�32―1108

雇
用
継
続

従
業
員
の
休
業

雇用調整助成金

新型コロナウイルス

感染症対策雇用維持

助成金

【国・町】

労働者を一時休業、

教育訓練または出向

を行うことで、労働

者の雇用の維持を図っ

た事業者

・休業手当、賃金等の一部を助成。

・緊急対応期間(4/1～6/30)は助成率を中小企業

4/5、大企業2/3、解雇等を行わない場合は、

中小企業9/10等、大企業3/4に引上げ。

・雇用保険被保険者でない非正規雇用者も対象と

する等の拡充。

・町独自で上乗せ助成。

※今後の情勢により変更となる場合あり

企業誘致・商工

観光課

�32―1108

事
業

継
続

資
金
繰
り
の
た
め
の
融
資

新型コロナウイルス

感染症対応資金

【県】

売上等が減少している

中小・小規模事業者

・市町村長からセーフティネット保証４号、５号、

危機関連保証のいずれかの認定を受けた事業者等

に対し、実質無利子無担保で融資を受けることが

できる県の制度融資を創設。

＜融資条件＞融資限度額：４千万円（無担保）

償還期間：10年以内（据置5年以内）

融資利率：年1.4%※

※一定要件を満たした場合、借入後3年間無利子

県商工労働部

セーフティネット

保証

【信用保証協会】

売上が一定程度減少

した事業者

＜保証4号＞

・直近の売上が前年より20％以上減少した事業者等に

対して、通常の保証枠とは別枠で、2.8億円まで借入

債務を100％保証。

＜保証5号＞

・感染症の影響が生じている対象業種で、直近の売上が

前年より5％以上減少した事業者等に対して、通常の

保証枠とは別枠で、2.8億円まで借入債務を80％保証。

信用保証協会

危機関連保証

【信用保証協会】

売上が一定程度減少

した事業者

・直近の売上が前年より15％以上減少した事業者等に対

して、通常の保証枠およびセーフティネット保証の保証

枠とは更に別枠で、2.8億円まで借入債務を100％保証。

信用保証協会

経
営
の
立
て
直
し

持続化給付金

【国】
中小・小規模事業者等

・売上が前年同月比で50％以上減少している者。

・前年の総売上(事業収入)ー(前年同月比▲50％月

の売上×12か月)の算出方法により、法人は200

万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。

経済産業省

プレミアム付商品券

【町】
町内全域 ・25％のプレミアム分が付いた商品券事業を実施。

町商工会

�32―0549

特産ブランド認証

品販売促進事業

【町】

対象となる事業者

・町が指定する特産ブランド品を通常販売価格に

対し割引率10％以上で販売する事業者に対し、

発送にかかる経費を負担。

企業誘致・商工

観光課

�32―1108

地域交通弱者対策

事業【町】

65歳以上の運転免許証返

納者、未就学児の保護者

・65歳以上の運転免許証返納者、未就学児の保護

者に養老鉄道の回数券を交付。

建設課

�32―5081

納
税
等
の
特
例

納税猶予の特例

【国・県・町】

2月以降収入が減少

(前年同月比▲20％)し

納付が困難な事業者

・無担保かつ延滞金なしで納税を1年間猶予。

《国》法人税など、《県》個人事業税など、

《町》法人町民税、固定資産税など基本的にすべての税が対象。

税務課

�32―1103
大垣税務署
西濃県税事務所

固定資産税等の軽減

【町】

事業収入が一定程度

減少した事業者

・2020年2月～10月までの任意の3カ月間の収入の対前年

同期減少率が30％以上の事業者が対象。

・事業者の保有する設備や建物等の2021年度の固定資産

税を、事業収入の減少幅に応じゼロまたは1/2とする。

税務課

�32―1103

自動車税・軽自動車

税の軽減措置延長

【県・町】※再掲

自家用乗用車を取得

する人

・自動車税・軽自動車税環境性能割の税率を 1％

軽減する措置を6月延長し、令和3年3月31日

までに取得したものを対象。

税務課

�32―1103

県自動車税事務所

占用料等納入猶予

【県・町】※再掲
納入が困難な法人

・道路、河川、砂防の占用料等について、納入が困難

な法人に対し、最長で1年間（町は最長令和3年3月

31日）納入を猶予し、猶予期間中の延滞金は免除。

建設課

�32―5081

大垣土木事務所

水道料金・下水道

使用料等の支払猶予

【町】※再掲

事業の悪化や収入が

大幅に減少したことに

より納入が困難な人

・水道料金・下水道使用料等について支払いが困難

な人に申請月から7月請求分までの支払いを8月

末まで猶予。

水道課

�32―5082
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「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として、町民１人あたり10万円を給付する特別定額給付金事業を

下記のとおり実施しています。申請がお済でない人は期限までに申請してください。

１．給付金の申請方法

郵送申請およびオンライン申請を基本とします。給付金の申請書は、５月19日に世帯主宛に郵送済みです。

(※申請書が届いていない人はご連絡ください)

２．申 請 期 限

令和２年８月31日（月）消印有効
※申請期限を過ぎると申請を受付することができないため、給付を受けることができません。また、何らかの

理由により申請書が届いていなかったとしても、申請期限後は、申請を受付することができないため、必ず

期限内に申請してください。

特別定額給付金の申請期限に関するお知らせ

問総務課 �32―1101

新型コロナウイルス感染症拡大が社会問題となっているなか、養老町では町の未来を担う子どもたちを出産した

母親、または今年度末までに出産予定の妊婦を経済的に支援するため、「未来応援定額給付金」を支給します。

詳しくは町ホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

１．給 付 金 額

母親もしくは妊婦１人あたり 一律10万円

２．給 付 対 象 者

令和２年４月27日現在、養老町に住民登録があり、次のいずれかに該当する人

①令和２年４月28日から申請日までの間に子を出産し、申請日現在において引き続き養老町に住所を有し、

かつ出産した子も養老町に住所登録のある母親

②新たに出産しようとする子の出産予定日が令和３年３月31日までである妊婦で、申請日現在において、引き

続き養老町に住所を有する妊婦（４月１日以降が出産予定日の人は対象となりませんのでご注意ください。）

３．申 請 方 法

所定用紙に必要書類を添えて、申請してください。（用紙は町ホームページよりダウンロードいただくか、下記

受付窓口に備え付けの用紙をご利用ください。）

４．受 付 窓 口

郵送による申請の場合 町役場健康福祉課

持参による申請の場合 町役場健康福祉課または町保健センター

５．申 請 期 限

令和２年12月28日（月）必着

養老町未来応援定額給付金のお知らせ

問健康福祉課 �32―1105
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問健康福祉課 �32―1105

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、

自立支援医療（精神通院医療）の受給者証の有効期間を自動で１年間延長します。

◆令和２年３月１日から令和３年２月28日までの間に有効期間が満了する人全員について、有効期間をそれぞれ

１年間延長します。

◆現在お持ちの受給者証は、記載された有効期間満了後から１年間引き続き有効とみなされますので、窓口でその

ままお使いいただけます。延長のための手続きは不要です。

※延長後の有効期間の満了日は、「令和２年３月１日時点で有効であった受給者証」の有効期間の満了日に１年を

加えた日となります。

（例）受給者証の有効期間の満了日：令和２年６月30日

延長後の有効期間の満了日：令和３年６月30日

◆ただし、通院する病院や薬局を変更したい場合については、従来どおり、下記窓口へ変更申請が必要です。

◆精神障害者保健福祉手帳と同時申請の人については、次回更新時に診断書の提出が必要になる場合があります

のでご注意ください。

◆そのほか、受給者証の記載事項などに変更が生じた場合（自己負担上限月額の変更、住所の変更、加入保険の

変更など）は、下記窓口へ「変更申請」や「変更届」を行ってください。

自立支援医療受給者証（精神通院）をお持ちの皆さんへ

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

町では、新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険税の納付が困難となった人に対し、国が定める基準に

基づく国民健康保険税の減免を実施します。

対象となる人は以下のとおりです。

１ 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の人

→国民健康保険税を全額免除

２ 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の①～③すべての要件を

満たす世帯の人

→国民健康保険税を一部減額

要件：世帯の主たる生計維持者について

①事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の３以上減少する見込み

であること

②前年の所得の合計額が1,000万円以下であること

③収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

申請にあたり、申請書および収入を証明する書類などが必要になります。

詳細については、税務課にお問い合わせください。

問税務課 �32―1103
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新型コロナウイルス感染症の拡大が懸念されるなか、自然災害が発生し避難所に避難する場合には、感染症

対策に万全を期すことが重要です。自分の身は自分で守る「自助」の備えを行うとともに、避難時には次の

ことに心がけましょう。

非常持ち出し品に追加しましょう。

●マ ス ク…感染予防に重要です。

●体 温 計…体調管理に必要です。家庭で使っているものを携行しましょう。

●消毒液・石鹸…手指を清潔に保ちます。

●タ オ ル…手拭きに必要です。

●ビニール手袋…直接の接触を防ぎます。

●防 寒 着…夜は冷えることもあります。

●避難者カード…受付時に必要です。事前に記入しましょう。（町ホームページからダウンロードできます。）

避難する前に確認しておきましょう。

●避難先の確認…安全な地域にお住いの親戚や知人の家への避難も検討しましょう。

●自宅の危険を確認…ハザードマップを確認しましよう。

避難に際し、注意しましょう。

●テレビやラジオ、防災アプリなどから災害の情報を収集しましょう。

●土砂災害、洪水災害に際し、自宅が安全な地域にある場合は、２階などに垂直避難しましょう。

●町の対策本部から避難勧告などが出たら、安全なうちに早期に避難しましょう。

●「健康状態チェックカード」を記入し、持参しましょう。（町ホームページからダウンロードできます。）

避難所では…。

●受付時に避難者カードを渡し、職員等の指示に従ってください。

●避難所ではマスクを着用しましょう。

●各人の間隔は２mを基準とし、３密は避けましょう。

●ドアノブなどの共用部分に触れた後は、手洗いを徹底しましょう。

●飛沫感染を最小限にするため、食事は、居住スペース以外でとらないようにしましょう。

※避難所運営マニュアル「新型コロナウイルス対策編」を町ホームページに掲載しています。

問総務課 �32―1101

避難所における新型コロナウイルス感染症対策

県では、感染防止対策の指針となる「コロナ社会を生き抜く行動指針」や「業界

ガイドライン」に沿った感染防止対策をオール岐阜で進めています。

各事業所、店舗が感染防止対策を実施していることを、利用客にわかりやすくPR

することにより、事業者の感染防止意識の向上と利用者が安心して利用できること

を目的とし、右のステッカーを配布します。

＜配布対象事業者＞

小売業、サービス業、飲食店の他、全ての業種を対象とします。

詳しくは、町ホームページまたは企業誘致・商工観光課へお問い合わせください。

県新型コロナウイルス対策実施店舗向けステッカーを配布します

問企業誘致・商工観光課 �32―1108
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南濃衛生施設利用事務組合では、令和２年度中途採用の職員（高校卒程度・短大卒程度・大学卒程度）を募集します。

■採用予定人数 若干名

■受 験 資 格 昭和61年４月２日以降に生まれた人で学歴基準を満たす人

■申込受付日時および方法 ７月１日（水）～20日（月）（土・日曜日を除く） ８時30分～17時15分

組合へ直接持参または郵送による受付

■第１次試験日 ８月２日（日）

■第２次試験日 ８月下旬予定（第１次試験合格発表の際、お知らせします。） ※第１次試験合格者のみ

■採用予定日 10月１日

■そ の 他 試験案内および申込書は、組合ホームページ（http://n-kumiai.com/）でダウンロードすることが

できます。また、詳しくは申込書の交付先までお尋ねください。

■申込書の交付・受付・問合せ 南濃衛生施設利用事務組合 清掃センター（養老ドリームパーク）

〒503―1277 養老町有尾730 TEL37―2023 HPhttp://n-kumiai.com/

南濃衛生施設利用事務組合職員の募集（令和２年10月採用）

職 種 採用人数 受 験 資 格

一 般 行 政 職
（障がいのある人を含む）

若干名

【大学卒・短大卒・高校卒】

昭和61年４月２日以降に

生まれた人

・大学・短大・高校を卒業した人または令和

３年３月までに卒業見込みの人

保 育 教 諭

【大学卒・短大卒】

昭和61年４月２日以降に

生まれた人

・大学・短大を卒業した人または令和３年３月

までに卒業見込みの人

・保育士および幼稚園教諭の資格を有する人

または令和３年３月までに取得見込みの人

消 防 職

【大学卒・短大卒・高校卒】

平成３年４月２日以降に

生まれた人

・大学・短大・高校を卒業した人または令和

３年３月までに卒業見込みの人

・身体要件：聴力、言語および運動機能など

に支障がない人

・視力要件：両眼視力（矯正視力を含む）０．７以上の人

社
会

人
経

験
者

一般行政職
（障がいのある
人を含む） 【大学卒・短大卒】

昭和56年４月２日以降に

生まれた人

・大学・短大を卒業し、かつ５年以上の職務

経験のある人

保 育 教 諭

・大学・短大を卒業し、保育士・幼稚園教諭

の資格を有する人

・５年以上の保育士または幼稚園教諭の職務

経験のある人

第２回養老町職員採用試験を実施します

■採用予定日

令和３年４月１日

■試験申込書等請求方法

７月13日（月）から配布します。

①窓口で直接受け取る場合

総務課窓口へお越しください。

②郵便請求をする場合

返信用封筒（角形２号の封筒に140円切手を貼り、

住所・氏名を明記）を同封のうえ、封筒の表に「職員

採用試験申込書請求」と朱書きして郵送してください。

■申込方法

試験申込書およびその他提出書類に必要事項を記入の

うえ、持参または郵送にて提出してください。

■受付期間

７月13日（月）～８月５日（水）（当日消印有効）

（土・日・祝日を除く、８時30分～17時15分）

■受付場所

養老町役場 総務部総務課 高田798番地

■試験の日程・会場など

＜第１次試験＞

試験日 ９月20日（日）

会 場 県立岐阜総合学園高等学校

岐阜市須賀２－７－25

内 容 ①教養試験 ②事務適性検査 ③性格特性検査

④消防適性検査 ⑤社会人基礎力試験

※①②は社会人経験者を除く全受験者。

③は消防職、社会人経験者を除く。

④は消防職のみ。⑤は社会人経験者のみ。

＜第２次試験＞ ※第1次試験合格者のみ

試験日 11月上旬を予定

会 場 町役場

内 容 面接試験・集団討論・小論文試験

・体力試験（消防職のみ）などを予定

●試験案内は、町ホームページからダウンロードできます。

詳しくは総務課職員係までお問い合わせください。

問総務課 �32―1101
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掲
載
し
て
い
る
情
報
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
予

定
が
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

①
給
食
調
理
員

■
報
酬

時
給
８
８
９
円
（
免
許
あ
り

時
給
９
０
４
円
）

■
勤
務
内
容
給
食
調
理
お
よ
び
食
器

洗
浄
業
務

■
そ
の
他
短
時
間
、
月

10日
程
度
の

週
休
対
応
調
理
員
を
募
集

②
保
育
教
諭（
ク
ラ
ス
担
任
）

■
報
酬
月
給
１
９
０

�４
０
０
円

■
勤
務
内
容
保
育
業
務

■
そ
の
他
保
育
士
資
格
・
幼
稚
園
教

諭
資
格
必
須

③
こ
ど
も
園
支
援
員

■
報
酬

時
給
９
５
１
円
～
１

�３
０
８
円

■
勤
務
内
容

特
別
な
支
援
を
必
要
と

す
る
園
児
の
サ
ポ
ー
ト
・
事
務
作
業
等

■
そ
の
他
保
有
資
格
に
よ
り
時
給
が

異
な
り
ま
す
。
看
護
師
・
准
看
護
師
・

保
育
士
・
幼
稚
園
教
諭
・
支
援
員
資

格
者
優
遇

④
園
務
員

■
報
酬
時
給
８
７
８
円

■
勤
務
内
容
事
務
お
よ
び
給
食
補
助

な
ど
園
労
務

⑤
指
導
員

■
報
酬
時
給
９
２
５
円

■
勤
務
内
容

延
長
保
育
業
務
（

14時
30分

～

18時

30分
）

■
そ
の
他

子
育
て
支
援
研
修
（
地
域

型
保
育
）修
了
者

〈
共
通
事
項
〉

■
対
象
健
康
な
人（
年
齢
不
問
）

■
勤
務
地
町
内
公
立
こ
ど
も
園

■
勤
務
時
間

月
～
金
曜
日
（
基
本
、

給
食
実
施
日
）
園
に
よ
り
早
番
・
遅

番
、
土
曜
日
出
勤
あ
り

※
時
間
に
つ
い
て
は
応
相
談

■
雇
用
期
間
採
用
時
～
令
和
３
年
３

月
末
ま
で

■
手
当

一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、

通
勤
手
当
、
期
末
手
当（
年
２
回
）あ
り

■
保
険
原
則
、
健
康
保
険
・
労
働
保

険
等
加
入

■
必
要
書
類
な
ど

履
歴
書
（
市
販
の

も
の
に
写
真
貼
付
）
・
印
鑑
・
免
許

状
・
資
格
証
等
の
写
し（
あ
る
場
合
）

■
申
込
期
限
７
月

27日（
月
）

問
申
子
ど
も
課

�
32―

５
０
７
８

①
給
食
調
理
員

■
報
酬

時
給
８
８
９
円
（
免
許
あ
り

時
給
９
０
４
円
）

■
勤
務
内
容

給
食
調
理
作
業
や
洗
浄
な
ど

■
そ
の
他
月

10日
程
度
の
欠
員
対
応

の
調
理
補
助
員
も
募
集
中

②
留
守
家
庭
児
童
教
室
指
導
員

■
報
酬
時
給
８
９
７
円
（
資
格
あ
り

時
給
９
２
５
円
）

■
勤
務
内
容
放
課
後
保
護
に
欠
け
る

家
庭
に
か
わ
り
、
遊
び
を
通
じ
て
自

主
性
・
創
造
性
を
育
て
る
児
童
の
サ

ポ
ー
ト
（
平
日
：

14時

30分
～

18時

45分
、
土
曜
日
・
夏
期
休
業
日
な
ど
：

７
時

45分
～

18時

45分
）

③
事
務
補
助
員

■
報
酬
時
給
８
７
８
円

■
勤
務
内
容

学
校
教
職
員
の
事
務
補
助

■
募
集
人
数
１
人

■
雇
用
期
間
採
用
時
～
令
和
３
年
２

月
末
ま
で

■
手
当
通
勤
手
当
あ
り

〈
共
通
事
項
〉

■
対
象
健
康
な
人（
年
齢
不
問
）

■
勤
務
地
町
内
小
・
中
学
校

■
勤
務
時
間

月
～
金
曜
日
（
基
本
、

給
食
実
施
日
）
※
時
間
は
学
校
に
よ

り
応
相
談

■
必
要
書
類
な
ど

履
歴
書
（
市
販
の

も
の
に
写
真
貼
付
）
・
印
鑑
・
資
格

証
の
写
し
（
調
理
師
免
許
・
教
員
免

許
・
放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
）

■
申
込
期
限
７
月

27日（
月
）

〈
①
、
②
共
通
事
項
〉

■
募
集
人
数
若
干
名

■
雇
用
期
間
採
用
時
～
令
和
３
年
３

月
末
ま
で

■
手
当

一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、

通
勤
手
当
、
期
末
手
当（
年
２
回
）あ
り

問
申
教
育
総
務
課

�
32―

５
０
８
５

■
募
集
職
種

警
察
官
Ａ
Ⅱ（
男
性
・
女
性
）

警
察
官
Ｂ
（
男
性
・
女
性
）

■
採
用
試
験
日
程（
予
定
）

受
付
期
間
７
月
１
日（
水
）～
８
月

11日（
火
）

第
１
次
試
験
日
９
月

20日（
日
）

第
２
次
試
験
日

10月
中
旬
～

11月
中
旬

最
終
合
格
発
表
日

12月
上
旬

■
試
験
会
場（
第
１
次
試
験
）

警
察
官
Ａ
Ⅱ
岐
阜
会
場

警
察
官
Ｂ

岐
阜
会
場
・
多
治
見

会
場
・
高
山
会
場

■
受
験
資
格

・
警
察
官
Ａ
Ⅱ

昭
和

60年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ

た
人
で
、
大
学（
短
期
大
学
を
除
く
）

を
卒
業（
見
込
み
を
含
む
）し
た
人

・
警
察
官
Ｂ

昭
和

60年
４
月
２
日
か
ら
平
成

15年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
で
、

大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
）
を
卒
業

（
見
込
み
を
含
む
）し
た
人
を
除
く

■
採
用
予
定
日

令
和
３
年
４
月
１
日

問
養
老
警
察
署

�
34―

０
１
１
０

①
町
営
下
高
田
住
宅
Ｂ
棟

■
場
所
高
田
６
９
８
番
地
５

■
戸
数
１
戸

■
建
設
年
度
平
成
５
年
度

■
構
造
中
層
耐
火
構
造
３
階
建
・
戸

当
た
り
の
床
面
積

78㎡
・
３
Ｄ
Ｋ

■
家
賃
５
万
円

■
敷
金
家
賃
の
３
ヵ
月
分

■
駐
車
料
金
１
台
目
／
３
１
３
０
円
、

２
台
目
か
ら
２
０
８
０
円

②
町
営
岩
道
住
宅
Ｂ
・
Ｃ
棟

■
場
所

岩
道
４
５
８
番
地

■
戸
数
Ｂ
棟
４
戸
・
Ｃ
棟
１
戸

■
建
設
年
度
Ｂ
棟
平
成

12年
度
・

Ｃ
棟
平
成

15年
度

■
構
造
Ｂ
棟
中
層
耐
火
構
造
３
階
建
・

Ｃ
棟
耐
火
構
造
２
階
建

戸
当
た
り
の
床
面
積

78㎡
・
３
Ｄ
Ｋ

■
家
賃
Ｂ
棟
４
万
６
５
０
０
円

Ｃ
棟
４
万
９
０
０
０
円

■
敷
金
家
賃
の
３
ヵ
月
分

■
駐
車
料
金
１
５
６
０
円
／
台

■
入
居
資
格
〈
①
、
②
共
通
〉

・
現
在
同
居
、
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と

す
る
親
族
が
あ
る
こ
と
。

・
入
居
者
お
よ
び
同
居
ま
た
は
同
居
し

よ
う
と
す
る
親
族
の
前
年
の
扶
養
控

除
を
差
し
引
い
た
月
額
所
得
が

15万

８
０
０
０
円
以
上

48万
７
０
０
０
円

以
下
の
人
。

・
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

・
入
居
者
お
よ
び
同
居
ま
た
は
同
居
し

よ
う
と
す
る
親
族
が
暴
力
団
員
で
な

い
こ
と
。

募
集

公
立
こ
ど
も
園
会
計
年
度
任
用
職
員

小
中
学
校
会
計
年
度
任
用
職
員

町
営
住
宅
入
居
者

岐
阜
県
警
察
官

2020年7月号版
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■
申
込
期
間

７
月
８
日（
水
）～

22日（
水
）

■
入
居
予
定
８
月
下
旬

問
申
改
良
住
宅
対
策
室

�
32―

５
０
７
９

５
月
の
上
水
道
・
簡
易
水
道
の
水
質

検
査
の
結
果
は
、
各
検
査
項
目
と
も
異

常
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

問
水
道
課

�
32―

５
０
８
２

町
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
、
就
職
活
動
な
ど
が
困

難
な
人
へ
の「
就
労
支
援
」と
し
て
、
町
民

を
対
象
と
し
た
会
社
合
同
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

■
日
時
９
月
３
日（
木
）

10時
～

16時

９
月
４
日（
金
）

10時
～

12時

■
場
所
町
中
央
公
民
館
中
ホ
ー
ル

■
申
込
期
限

７
月

10日（
金
）

17時
ま
で

■
申
込
方
法

参
加
申
込
書
に
必
要
事
項

を
記
載
の
う
え
、
い
ず
れ
か
の
方
法
で

企
業
誘
致
・
商
工
観
光
課
へ
送
付
し
て

く
だ
さ
い
。
持
参
も
可
能
で
す
。

1
0
sy
o
k
o
u
@
to
w
n
.y
o
ro
.g
ifu
.jp

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
５
８
４
―
３
２
―
２
６
８
６

郵
送
〒
５
０
３
―
１
３
９
２

養
老
町
高
田
７
９
８

問
企
業
誘
致
・
商
工
観
光
課

�
32―

１
１
０
８

町
教
育
委
員
会
で
は
、
乳
幼
児
か
ら

中
学
生
の
保
護
者
に
つ
い
て
、
お
子
さ

ん
の
心
身
の
発
達
状
況
が
心
配
で
就
学

や
教
育
に
つ
い
て
の
悩
み
や
就
学
先
お

よ
び
来
年
度
在
籍
す
る
学
校
や
学
級
に

つ
い
て
相
談
が
あ
る
人
を
対
象
に
「
就

学
に
か
か
わ
る
教
育
相
談
」
を
行
い
ま

す
。
希
望
す
る
人
は
、
次
に
よ
り
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

■
日
時
８
月
３
日（
月
）～
５
日（
水
）

■
場
所
町
役
場

■
申

込
７
月

10日
（
金
）
ま
で
に
「
就

学
に
か
か
わ
る
教
育
相
談
申
込
書
」

（
こ
ど
も
園
、
保
育
園
、
小
・
中
学

校
、
各
そ
よ
か
ぜ
教
室
、
保
健
セ
ン

タ
ー
お
よ
び
教
育
委
員
会
に
備
え
付

け
）
を
在
籍
校
（
園
）
ま
た
は
町
教
育

委
員
会
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
込
締
め
切
り
後
、
日
時
の
調
整
を

し
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
教
育
総
務
課

�
32―

５
０
８
５

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大

防
止
の
た
め
、
今
年
度
の
ソ
フ
ト
テ
ニ

ス
ナ
イ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
は
中
止
し
ま
す
。

問
郡
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
連
盟

理
事

三
輪

�０
９
０
―
４
１
５
６
―
３
６
７
３

お
知
ら
せ

水
道
の
水
質
検
査

会
社
合
同
説
明
会
参
加
企
業
募
集

ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
ナ
イ
タ
ー

ス
ク
ー
ル
中
止

就
学
に
か
か
わ
る
教
育
相
談

「自筆証書遺言書保管制度」の運用が開始されます！！

自筆証書遺言書を作成した本人が、法務局に遺言書の保管を申請することができる制度が令和２年７月10日

から開始されます。遺言書の保管申請時には、手数料3，900円を収入印紙により納付していただきますが、

法務局に設置する遺言書保管所において、遺言書を大切に保管しますので、紛失や亡失の防止、第三者に

よる破棄や改ざんをされたりすることがないほか、遺言者が亡くなられた後の手続として、相続人等は、

別途手数料を納めて、各遺言書保管所に保管中の遺言書の内容の証明書を請求したり、遺言書の閲覧を

することもできるなど、遺言者だけでなく、相続人や受遺者等にもメリットのある制度となります。

また、この保管制度を利用した自筆証書遺言は、家庭裁判所における検認が不要となることも特徴の１つ

です。この保管制度の利用（手続）には、各種確認や手続の処理に一定程度の時間を要するため、手続の順番

をお待ちいただくことがないよう、予約を前提としており、令和２年７月１日から予約システムによる予約

が可能となります。本制度の利用に係る詳細は、法務省のホームページをご覧いただくか、以下に記載の

最寄りの法務局（遺言書保管所）に、「遺言書保管」についてお尋ねください。

問岐阜地方法務局大垣支局 �78―3347



問建設課 �32―5081

町オンデマンドバスのバス停について

便利で快適な交通機関として多くの皆さんにご利用いただくために、町オンデマンドバスのバス停を

次のとおり変更します。

＜バス停の設置＞ バス停２５０ あいはら医院

＜バス停の移動＞ バス停１７１ 養北こども園西園舎

※移動に合わせて、バス停名を「養北こども園」に変更しました。

＜バス停の廃止＞ バス停１７２ 養北こども園東園舎

「「せせせせららぎぎにに 僕僕もも魚魚もも すすききととおおるる」」

７月は河川愛護月間です。

夏になると川は大賑わい。釣りをする人・河原でバーベキューをする人・水上バイクを楽しむ人など。

しかし、一部の心ない人たちによるゴミの放置や無謀行為による痛ましい事故が増えています。

川はみんなのもの。地域住民の生活空間であることも考え、いつ来てもきれいな川、また来てみたい川、

そんな川をみんなで守りましょう。

国土交通省 木曽川上流河川事務所

http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/index.html

▲ ▲

養老町国土強靱化地域計画検討委員会の委員を一般公募します

町では、どんな自然災害等が起こっても機能不全に陥らず、いつまでも元気であり続ける強靱なまちを

つくりあげるべく「養老町国土強靱化地域計画」を策定します。計画の策定にあたり「養老町国土強靱化

地域計画検討委員会」を設置し、国土強靱化や防災施策等について審議します。

つきましては、町民の皆さんのご意見を国土強靱化施策に幅広く反映させるため、検討委員会に参加し

ていただける人を公募します。

１ 募集人員 若干名

２ 応募資格 （次のすべての条件を満たす人）

①令和２年４月１日現在、本町に在住する満18歳以上の人

②年に数回程度平日に開催する会議に参加できる人

③国土強靱化や防災施策等に関心のある人

④町職員または町議会議員でない人

３ 任 期 委嘱日から２年間

４ 応募方法 応募申込書に必要事項を記入し、建設課まで持参、郵送、ＦＡＸまたはＥメールにより

提出してください。

応募申込書は建設課窓口またはホームページからダウンロードできます。

５ 応募期限 ７月20日（月）

問建設課 �32―5081 32―1946FAX
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【マイナンバー通知カード廃止のお知らせ】

マイナンバーの「通知カード」が令和２年５月25日で廃止されました。今後は、「通知カード」の取り扱いが

変わりますのでご注意ください。

廃止後、できなくなった手続き

・通知カードの新規交付・再交付

・住所や氏名などの記載事項変更

「通知カード」に記載された住所・氏名などが住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き

続き「通知カード」をマイナンバーの証明書類として使用できますので大切に保管してください。

住所・氏名などに変更があった場合は、お持ちの「通知カード」はマイナンバーを証明する書類として使用

できなくなります。マイナンバーの証明書類が必要な場合は、マイナンバーカードまたはマイナンバー記載の

住民票を取得してください。

５月25日以降、出生などで初めてマイナンバーが付与される人には、「個人番号通知書」が送付されます。

（個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用することはできません。）

問住民人権課 �32―1104

個人番号カードの交付について、下記のとおり休日に個人番号カード交付窓口を開設します。

●開 設 日 ７月12日（日） ８時30分～12時 ●交付場所 住民人権課

※交付通知書（はがき）、通知カード、住民基本台帳カードまたは個人番号カード（お持ちの人のみ）、本人確認書類を

お持ちのうえ、申請者ご本人が窓口にお越しください。なお、15歳未満の人または成年被後見人には、その法定代

理人が同行してください。

※お一人の手続きに20分ほど時間を要しますので、時間に余裕をもってお越しください。

問住民人権課 �32―1104

■■ 個 人 番 号 カ ー ド 交 付 窓 口 を 開 設 し ま す ■■

内 容

対 象 者

右記の全てに該当すること

（1）岐阜県がん患者医療用ウィッグ購入費助成金事業交付決定を受けている人

（2）ウィッグを購入した日および申請時に、町内に住所がある人

（3）町税を滞納していない人

助 成 内 容
令和２年４月１日以降に購入した費用のうち、岐阜県の助成金を差し引いた

額の２分の１の額（上限１万円）

注 意 事 項
助成は１人につき１回です。

申請書の提出期限は令和３年３月31日（水）です。

問町保健センター �32―9025

がん患者医療用ウィッグ購入費の助成について

がん患者の治療と就労、社会参加との両立を支援し、療養生活の向上を図るため、医療用ウィッグ（全頭用）の購入

費用の一部を助成します。申請書類が必要な人は町保健センター窓口へお越しください。
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経済的な理由などで国民年金保険料（以下、保険料）を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予と

なる「保険料免除制度」や「若年者（50歳未満）納付猶予制度」があります。

令和２年度の免除等の受付は７月１日から開始され、７月分から令和３年６月分までの期間を対象として審査をおこ

ないます。

また、平成26年４月から法律が改正され、２年１ヵ月前の月分まで遡及して免除等申請をすることができます。

失業などにより保険料を納付することが経済的に困難になったものの、免除申請を忘れていたために未納期間を有して

いる人などは、一度、住民人権課または大垣年金事務所へご相談ください。

保険料の納付や免除等申請がお忘れの状態で、万一、傷害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や

遺族基礎年金が受けられなくなる場合がありますのでお早めに手続きをしてください。

現在お手元にある認定証の有効期限は、令和２年７月31日までとなっています。引き続き認定証が必要な人は、次

のものを持参のうえ、住民人権課で手続きを行ってください。

■持 ち 物 ・お持ちの限度額適用・標準負担額減額認定証

・印鑑（朱肉を使うもの）

・マイナンバーが確認できる書類

・本人確認できる書類（免許証など）

・委任状（別世帯の人が申請される場合）

■申請期間 ８月３日（月）～ （※申請した月の初日から有効となります。）

今年度の国民健康保険税の納税通知書は７月６日（月）の発送を予定しています。これは前年中の所得金額、今年度の

固定資産税額および国民健康保険税率等を基に計算し、年税額を決定したものです。普通徴収の人は、５月に発送しま

した仮算定分を差し引いた金額を、第３期から第10期に分けて納めていただきます。なお、本算定の結果、過納になっ

た人には別途通知を送付します。

問税務課 �32―1103

■■ 国民健康保険税の納税通知書（本算定分）を発送します ■■

問住民人権課 �32―1104

■■ 国民健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定証の更新を忘れずに！ ■■

問大垣年金事務所 �78―5166

住民人権課 �32―1104

■■ 令和２年度の国民年金保険料免除等申請の受付が始まります ■■
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新型コロナウイルス感染拡大防止により、まだ

まだ自宅で過ごす機会が多いかと思います。そこで、

自宅にいても外国語を学習する上でのポイントなど

を全５回（隔月予定）でご紹介します。

第１回は、幼児・小学生を対象にした英語講座の

講師「大橋 京子」先生をお迎えしました。

◎講師プロフィール

講師：大橋京子先生（養老町在住）

担当講座：幼児の英語・小学生の英語

私のStayHome!ストレス解消法：

韓国ドラマを見る、スマホのパズルゲーム

で遊ぶ、小川糸の小説を読む、バッハの

音楽を聴く

【就学前の子ども、小学生をもつ保護者さんへ】

言語を習得する過程の第一歩は「音」です。私たちが日本語を話すようになるのも、周囲の人の日本語を

聞いて意味も分からず物まねするところから始まりますね。そして、自然にその発音の仕方も習得する。

幼い子どもにはそれが可能なのです。子どもたちは大人と違って、何の疑いもなく意味を問うこともなく

音を体に吸収することができるのです。ですから、できるだけ多くの英語の音に「つかる」ことが、子ども

たちには効果が大きいと思います。

英語を学ぶ際のポイントは？Ｑ.

今はSNSが充実し、オンラインで英語に親しむことができるようになりました。（しかも無料で！）

このオンライン教材をうまく使うことがお勧めです。私たちの講座にも取り入れているフォニックス※を

用いたサイトもYouTubeにあります。就学前の子どもに大切なのは、画像とともに音を聞いたり歌った

りして、体の五感に訴えることです。また、英語で聞ける子ども用TV番組を見せるのもいいですね。

※フォニックス（Phonics）：英語圏の幼稚園、小学生が英語の音と文字のルール（関係性）から、英語の正しい読み方

を学習する方法

その方法は？Ｑ.

問生涯学習課 �32―5086

◎続きは、次回（９月号）に掲載予定です。

易しい英語の絵本を音読するといいですよ。また、スマホなどに自分の好きなPodcastの番組を入れて、

継続して聞くことをお勧めします。私も愛用しています！

その方法は？Ｑ.

やはり「音」ですね。つまり「音読」。ただし、大きくなると意味の分からない英語を繰り返し声に出し

ても上達しないと思いますので、まず内容を理解し、それをスラスラ読めるまで音読しましょう。可能な

らば、ネイティブが話すのを聞いてそれを真似るのがいいと思います。間違った音で覚えてしまうと、

リスニングもできなくなりますから。それから、英語の意味を取るときには、日本語に訳してからでは

なく、「英語の語順」のまま理解していくことが大切です。それができるようになると、ネイティブとの

会話も理解が早くなると思います。

英語勉強法のポイントは？Ｑ.

【中・高校生以上の子どもをもつ保護者さんへ】
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《７月31日まで・うすい紫色》 《８月１日から・うすい青色》

後期高齢者医療の保険証は養老町に住所を有する75歳以上の人と、一定の障がいがある65歳から74歳の人で広域

連合の認定を受けた人に交付されます。現在の保険証の有効期限は令和２年７月31日ですので、８月１日からは７月

中にお送りする新しい保険証をご使用ください。新しい保険証はうすい青色に変わります。古い保険証を処分される

ときは、住所や氏名が見えないよう裁断するなど、十分注意してください。

後期高齢者医療制度の保険料率は、医療給付費の動向や制度改正を踏まえ、２年ごとに見直しを行います。

令和２年度および令和３年度の保険料率は次のとおりです。

保険料率が上昇する要因としては、医療費の増加や後期高齢者負担率（国が決定する医療給付費に占める高齢者の保

険料負担の割合）の上昇が考えられます。また、1人当たりの保険料増加には保険料均等割額の軽減特例の見直しの影

響も含まれます。（「保険料軽減措置の見直しについて」をご覧ください。）

保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり、

令和２年度の保険料は令和元年分の所得を基に個人単位で計算されます。

５月末までに岐阜県の後期高齢者医療の被保険者になられた方に対して、７月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定

通知書」をお送りします。保険料額や納付方法が記載されていますのでご確認ください。

【保険料額について】

令和２年度の保険料額は次のア、イの合計額になります。

ア：均等割額（被保険者一人あたり44，411円）

イ：所得割額（※被保険者の所得×所得割率8.55％） ※総所得金額等－33万円（基礎控除額）

①保険料の均等割額軽減特例の段階的な見直し

保険料均等割の軽減措置は、特例措置が実施されてきましたが、平成31年度から段階的に本来の軽減への見直しが

行われています。

●保険証（被保険者証）を更新します 「保険証は１人に１枚交付されます」

●令和２・３年度の保険料率の改定について

●令和２年度の保険料について

令和２・３年度 平成30・31年度 増 減

均 等 割 額 44，411円 41，214円 ＋3，197円

所 得 割 率 8.55％ 7.75％ ＋0.8ポイント

賦課限度額 64万円 62万円 ＋２万円

●保険料の軽減措置の見直しについて
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令和２年度は次のとおり改正されます。安定した医療制度運営のため、ご理解をお願いします。

・均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となります。

ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算

されます。また、７割軽減判定時を除き、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円（65歳以上

の方のみ適用）を差し引いた金額となります。なお、軽減判定日は４月１日または資格を取得した日となります。

・平成31年度に８割軽減の対象であった所得区分の人（平成30年度は９割軽減の対象であった所得区分の方）は、

年金生活者支援給付金の支給や介護保険料の軽減強化などの対象となっています。（ただし、住民税課税世帯の方

は対象となりません。また、年金生活者支援給付金の支給額は年金保険料の納付実績に応じて異なります。）

・8.5割軽減の対象であった人は、年金生活者支援給付金の支給対象とならないこと等を踏まえ、激変緩和の観点ら、

平成31年度は8.5割軽減に据え置かれていました。

②被用者保険の被扶養者であった方の保険料「均等割額」の軽減

後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった人は、

所得割額の負担はありません。均等割額は、制度に加入後２年経過するまでの間に限り５割軽減となります。（ただし

所得が低い方に対する軽減にも該当する人については、いずれか大きい軽減が適用されます。）

※被用者保険とは…協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称（国民健康保険・国民

健康保険組合は含まれません）

保険料の納め方は、年金からお支払いいただく「特別徴収」と、口座振替や納付書でお支払いただく「普通徴収」があります。

①年金からのお支払い「特別徴収」

年金の受給額が年額18万円以上の人で、介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が年金受給額の２分の１

を超えない場合は、年金からお支払いいただきます。

②口座振替や納付書によるお支払い「普通徴収」

特別徴収とならない人は、養老町から送付される納付書や、口座振替によるお支払いとなります。保険料のお支払い

忘れがなく、便利な口座振替をおすすめします。

保険料を年金からお支払いいただいている人は、口座振替によるお支払いに切り替えることができる場合があります。

お手続き方法などにつきましては健康福祉課にお問い合わせください。

健康福祉課では保険料の納付に関する相談を受付しています。失業や災害などで納付が困難な場合はお早めにご相談

ください。十分な収入・資産などがあるにもかかわらず保険料を納めない場合には、法律の定めにより滞納処分が行わ

れることがあります。

毎年７月中に８月からの新しい保険証や新年度の後期高齢者医療保険料額決定通知書をお送りさせていただいており

ますが、確定申告の延長期間に申告された人については、保険証に記載のある負担割合（１割、３割）の判定や保険料の

計算に必要な所得情報が、作成時に間に合わない可能性があります。

その際は確定申告の所得情報がない状態で作成された保険証や後期高齢者医療保険料額決定通知書を一旦送付させて

いただき、後日、保険証の差替えや保険料の変更が発生する可能性があります。

また、保険料の変更をした場合、今まで特別徴収（年金からの天引き）で納付していただいた方について、普通徴収で

の納付に切り替わることもあります。
問健康福祉課 �32―1105

対象者の所得要件

（世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額）

均等割額の軽減割合

本来の軽減 令和２年度 令和３年度

平成31年度における8.5割軽減の区分

７割

7.75割 ７割
33万円以下

平成31年度における８割軽減の区分

７割うち、世帯の被保険者全員の各種所得なし

（ただし、公的年金控除額は80万円として計算）

※特別控除（15万円）はありません

「33万円+ 28万円５千円 × 被保険者数」 以下 ５割 ５割

「33万円+ 52万円 × 被保険者数」 以下 ２割 ２割

改正

改正

改正

改正

●保険料の納め方について

●保険料の納付方法を特別徴収（年金から納付）から口座振替に変更できます

●保険料の納付が難しいとき

●確定申告期限の延長期間に申告した人へ

17
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介護保険の財源

介護保険に必要な費用は、40歳以上の人が納める「保険料」と、国・県・

町の「公費」の半々でまかなわれます。

「保険料」の50％は、今期（平成30～令和2年度）においては40～64歳

の人が27％を、65歳以上の人が23％を負担することとされています。高

齢化率の上昇に伴い、前期（平成27～29年度）の65歳以上の保険料の負

担割合の22％から１ポイント上昇しています。「公費」の50％は、国、県、

町がそれぞれ定められた割合を負担します（図表１）。

65歳以上の人の保険料

介護保険では、65歳以上の高齢者の保険料は３年に１度改定される

ことになっており、平成30年度にその改定を行いました。

今期（平成30～令和２年度）の65歳以上の保険料基準額（第５段階）は、年額71,400円、月額5,950円となります。

今回の改定では、国が定めたきめ細かな所得段階の設定にあわせ被保険者の負担能力に応じ９段階の保険料を設定して

います（図表２）。また、所得の低い人（第1段階から第３段階の人）に対しては保険料の軽減も行っています。

階 層

平成30年度 令和元年度 令和２年度

保険料年額 保険料年額 保険料年額

第１段階

生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税

非課税の人

世帯全員が住民税非課税で本人の前年の課税年金収入額と合計

所得金額の合計が80万円以下の人

32,130円 26,775円 21,420円

第２段階
世帯全員が住民税非課税で本人の前年の課税年金収入額と合計

所得金額の合計が80万円超120万円以下の人
44,982円 44,625円 35,700円

第３段階
世帯全員が住民税非課税で本人の前年の課税年金収入額と合計

所得金額の合計が120万円を超える人
53,550円 51,765円 49,980円

第４段階
本人は住民税非課税であるが世帯員が住民税課税で本人の前年

の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人
64,260円 64,260円 64,260円

第５段階
本人は住民税非課税であるが世帯員が住民税課税で本人の前年

の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える人
71,400円 71,400円 71,400円

第６段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の人 85,680円 85,680円 85,680円

第７段階
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上200万円

未満の人
92,820円 92,820円 92,820円

第８段階
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上300万円

未満の人
107,100円 107,100円 107,100円

第９段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が300万円を超える人 121,380円 121,380円 121,380円

※令和元年度、令和２年度には、第１段階から第３段階の人に対して更なる保険料が軽減されています。

介介介介介介介護護護護護護護保保保保保保保険険険険険険険料料料料料料料のののののののおおおおおおお知知知知知知知らららららららせせせせせせせ
平平平平成成成成３３３３００００年年年年度度度度～～～～令令令令和和和和２２２２年年年年度度度度

養老町

図表１ 介護保険の財源

6655歳歳以以上上のの

保保険険料料2233％％

調調整整交交付付金金５５％％

4400歳歳～～6644歳歳のの

保保険険料料2277％％

保保
険険

料料 公公費費

5500％％

図表２ 所得に応じた保険料の額

問健康福祉課 �32―1105
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介護保険負担限度額認定証の更新を忘れずに！

介護保険制度で、施設サービスや短期入所サービスを利用したときに、以下に該当する人は、申請により食費および

居住費（滞在費）の負担が軽減されます。

現在、有効期限が令和２年７月31日（金）までの「負担限度額認定証」が交付されています。８月以降も継続を希望さ

れる場合は、６月下旬にお送りした申請書に必要事項を記入し、本人と配偶者（配偶者がいない場合は本人のみ）の預貯

金通帳や有価証券などの写しを添えて健康福祉課まで提出してください。

なお、新規の申請も随時受け付けていますので、お問い合わせください。

※該当する人（以下のすべてを満たす人）

・世帯全員が町民税非課税であること

・配偶者（別世帯である場合も含む）が町民税非課税であること

・預貯金などの合計が、単身の場合1,000万円、

夫婦の場合2,000万円以下であること

※申請書の記入にあたっては、非課税年金（遺族年金・障害年金）も収入として算入する必要があります。

問健康福祉課 �32―1105

介護保険負担割合証の更新のご案内について

「介護保険負担割合証」とは、本人が介護サービスや介護予防・日常生活支援総合事業を利用した際の利用者負担額が

１割、２割または３割のいずれかをお知らせするものです。

現在の「負担割合証」の有効期間は令和２年７月31日（金）となっています。８月以降も対象となる人には、７月中旬

頃に自宅または介護施設に郵送します。

詳しくは、お問い合わせください。

問健康福祉課 �32―1105

問子ども課 �32―5078

児童扶養手当一部支給停止適用除外届の手続きを忘れずに！

児童扶養手当では、児童扶養手当法第13条の３により、手当の受給開始から５年を経過する、または３歳未満の児

童を養育している場合、児童の３歳到達から５年を経過するなどの理由により、手当額の一部が支給停止されることと

なっております。

しかし、就労・求職活動等の自立に向けての活動をしている場合、または、一定の障がいに該当したり、負傷・疾病

等で就労ができないなどの理由に該当する場合、申請をすれば手当が一部停止される対象から除外されます。

一部支給停止が適用される対象者には事前に案内を送付していますので、８月の現況届提出時に併せて手続きをして

ください。
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『タッチパネルでもの忘れチェック』のお知らせ

●対象者 町内在住の人

日にち 時 間 場 所 内 容 申込み

８月12日（水）
10時～

11時30分

町地域包括支援センター

（町保健センター２階）

もの忘れが始まっている可能性について、

点数で判定できる機器を使用します。

５項目の質問に対話方式で答えていただ

きます。１人あたり５分程度の時間です。

※このチェックは、認知症を診断するも

のではありません。認知症の診断には、

医療機関の受診が必要です。

不要

『もの忘れ・認知症個別相談』のお知らせ

●対象者 もの忘れや認知症が心配な人やその家族

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、毎月第１木曜日に開催しておりました「認知症家族のつどい」を休止し、

しばらくの間「もの忘れ・認知症個別相談」を行います。

日にち 時 間 場 所 内 容

８月６日（木）

10時～11時30分

（相談時間30分程度）

※事前に電話予約が必要です。

町地域包括支援センター

（町保健センター２階）

認知症地域支援推進員が認知症に

関する疑問・介護方法などについて

個別に相談を受けます。

認知症は、脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなったりし、記憶力や判断力が低下することにより、日常生活

に支障がある状態のことをいいます。

今回は、認知症予防についてご紹介します。認知症予防には、生活習慣病を予防・改善することが大切です。一日三

食バランスのよい食事を摂ることや、体を動かす習慣をつけることを心がけましょう。また、「本や新聞などを読む」、

「日記をつける」、「料理をする」など、これまでの趣味を続けたり、新しいことにチャレンジするのもよいでしょう。

さらに、運動と頭の体操を同時に行うことで、脳の活性化が期待できます。足踏みをしながら、しりとりや計算

（例えば100から３ずつ引いていく100、97、94、…）をするなど、ご自分のペースでやってみましょう。

町地域包括支援センターでは、認知症や介護の相談に応じています。いつでもご相談ください。

今日からできる介護予防 ～認知症を予防しよう～
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い
る
の
か

？
ス
ト
ー

リ
ー
を
通
し
て
、

戦
争

と
環
境
問
題
は
ひ
と
つ
に
つ
な
が
っ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
Ｓ
Ｆ
小
説
。

野
菜
の
花
を
テ
ー
マ
に
し
た
ハ
ン
ド
ブ
ッ

ク
。
さ
と
い
も
、
そ
ら
ま
め
、
オ
ク
ラ
、
だ

い
こ
ん
…
。
さ
ま
ざ
ま
な
野
菜
を
写
真
と
と

も
に
紹
介
。
育
て
方
の
基
本
と
栽
培
チ
ャ
ー

ト
、
害
虫
と
益
虫
、
誤
食
に
気
を
つ
け
た
い

有
毒
植
物
な
ど
も
掲
載
。

●
開
館
時
間
の
延
長（
夏
季
期
間
）

図
書
館
の
開
館
時
間
を
延
長
し
ま
す
。

期
間
８
月

23日（
日
）ま
で

時
間
９
時
～

19時

●
図
書
館
等
行
事
の
中
止
に
つ
い
て

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
読
み

聞
か
せ
な
ど
の
行
事
を
中
止
し
ま
す
。

ま
た
、
移
動
児
童
館
の
事
業
は
当
面
の

間
中
止
し
ま
す
。

詳
細
は
町
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

お
す
す
め
の
本

「
水
を
縫
う
」

寺
地
は
る
な
／
著
集
英
社

お
知
ら
せ
（
図
書
館
）

「
あ
か
り
の
学
校
」

橋
田
裕
司
／
著

マ
ー
ル
社

「
じ
ん
か
ん
」

今
村
翔
吾
／
著

徳
間
書
店

「
ル
ポ
老
人
受
刑
者
」

斎
藤
充
功
／
著
中
央
公
論
新
社

「
不
思
議
な
お
菓
子
レ
シ
ピ
サ
イ
エ
ン
ス
ス
イ
ー
ツ
」

太
田
さ
ち
か
／
著

マ
イ
ル
ス
タ
ッ
フ

「
ト
コ
ト
ン
や
さ
し
い
冷
凍
空
調
技
術
の
本
脳
」

日
本
冷
凍
空
調
学
会
／
編
著

日
刊
工
業
新
聞
社

「
ぼ
く
た
ち
の
緑
の
星
」

小
手
鞠
る
い
／
作

童
心
社

「
じ
ご
く
に
ア
イ
ス
」

ナ
カ
オ
マ
サ
ト
シ
／
作

ひ
さ
か
た
チ
ャ
イ
ル
ド

「
花
を
楽
し
む
野
菜
図
鑑
」

岩
槻
秀
明
／
著

い
か
だ
社

① 生鮭は、８等分に切る。キャベツは食べやすい大きさに手で

ちぎる。にんじんは、短冊切りにする。

② 耐熱皿にキャベツを敷き、にんじん、生鮭、バター、塩昆布

の順に重ね、最後に酒をふりかける。

③ ふんわりとラップをかけ、電子レンジ600Wで７分加熱する。

生鮭 240ｇ

キャベツ ４枚

にんじん 40ｇ

●１人分栄養量

……………………

…………………

…………………

エネルギー たんぱく質 脂質 カルシウム 食塩相当量

166kcal 13.1g 9.9g 43mg 0.7g

バター 10ｇ

塩昆布 10ｇ

酒 大さじ１

……………………

……………………

……………………

＜主菜＞鮭とキャベツのレンジ蒸し

鮭と野菜にバターと塩昆布をのせ、電子レンジにかけるだけ

の簡単だけどメインになる料理です。鮭と塩昆布のうま味で、

たっぷり入った野菜もとてもおいしく、食が進みます。
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■
ま
ほ
ろ
ば
短
歌
会

吾
子
し
ば
し
自
宅
勤
務
を
許
さ
れ
て
首
都
の
コ
ロ
ナ
が
過
ぎ
る
を
待
ち
る

村
上
や
す
子

老
人
の
資
源
回
収
思
い
切
り
皆
に
労
い
や
っ
て
よ
か
っ
た

大
橋
正
典

春
霞
の
中
に
真
白
き
梅
の
花
家
の
間
に
鮮
や
か
に
見
ゆ

高
木
美
代
子

あ
か
め
堅
朝
の
光
に
輝
い
て
生
垣
み
つ
め
今
日
も
元
気
に

古
川
奈
津

三
密
を
守
り
て
過
ご
し
五
千
歩
も
動
け
な
く
な
り
運
動
不
足

清
水
康
子

散
歩
し
て
歩
幅
は
伸
び
て
ゐ
な
が
ら
も
体
日
に
日
に
劣
る
と
言
へ
し

河
村
紀
年

迎
え
う
る
夏
の
暑
さ
を
越
へ
ゆ
か
ん
初
孫
に
逢
う
愉
し
み
の
秋

竹
田
義
秋

夏
は
、
ア
ウ
ト
ド
ア
の
レ
ジ
ャ
ー
を
楽
し
む

人
が
多
く
な
る
季
節
で
す
。
そ
の
一
方
で
、
レ

ジ
ャ
ー
中
に
発
生
す
る
水
難
や
山
岳
遭
難
な
ど

の
事
故
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
自
然
の
中
で

は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
不
注
意
が
事
故
に
つ
な
が
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
事
故
に
遭
わ
な
い
楽
し
い
レ

ジ
ャ
ー
に
す
る
た
め
に
、
次
に
あ
げ
る
項
目
を

今
一
度
チ
ェ
ッ
ク
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

【
水
の
事
故
を
防
ぐ
た
め
に
】

□
遊
泳
禁
止
区
域
で
は
泳
が
な
い

□
悪
天
候
の
と
き
は
泳
が
な
い

□
お
酒
を
飲
ん
だ
ら
泳
が
な
い

□
子
ど
も
だ
け
で
遊
ば
せ
な
い

【
山
岳
遭
難
事
故
を
防
ぐ
た
め
に
】

□
事
前
準
備
を
し
っ
か
り
と

□
万
全
の
装
備
で
出
か
け
る

□
単
独
登
山
の
自
粛

□
緊
急
時
の
連
絡
手
段
を
確
保
す
る

令
和
２
年
度
、
郡
危
険
物
安
全
協
会
優
良
事

業
所
表
彰
お
よ
び
優
良
取
扱
者
表
彰
は
以
下
の

と
お
り
で
す
。

《
表
彰
（
敬
称
略
）》

◆
優
良
事
業
所

古
市
石
油
㈱
セ
ル
フ
笠
郷
給
油
所

西
美
濃
厚
生
病
院

◆
優
良
取
扱
者

伊
藤

利
男（
㈱

野
寺

商
店
）

冨
永

弘
美（

冨
永

燃
料

店
）

山
中

聡
（

Ｍ
Ｃ

Ｃ
ア
ド

バ
ン

ス
ド

モ
ー
ル

デ
ィ

ン
グ

ス
㈱
）

髙
木

憲
俊（
高
田
石
油
㈱
）

防
災

行
政

無
線
の

デ
ジ

タ
ル

化
に

伴
い
、

火

災
発
生
時
に
は

該
当

地
区
の

拡
声
子

局
（

ス
ピ
ー

カ
ー
）
か
ら

サ
イ
レ

ン
吹

鳴
後
、
人

工
音

声
に
よ

り
火

災
情

報
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

お
知
ら
せ
す
る

範
囲
は
、
中

部
ブ
ロ
ッ
ク

（
高
田

・
養
老

・
広

幡
）
、

東
部

ブ
ロ
ッ
ク
（
上
多

度
・

池
辺

・
笠
郷
）
、

北
部

ブ
ロ
ッ
ク
（

小
畑

・

多
芸

・
日

吉
・

室
原
）
の

３
ブ
ロ
ッ
ク
に

分
け
、

そ
の

ブ
ロ
ッ
ク

内
で

火
災
が
発
生
し
た

場
合
に

該
当

ブ
ロ
ッ
ク
の

拡
声
子

局
（

ス
ピ
ー

カ
ー
）
を

通
じ
て
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

ま
た
、
従
来
通
り
災
害
テ
レ
フ
ォ
ン
サ
ー
ビ
ス

で
も
確

認
が
で
き
ま
す
の
で
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

（
０

５
８

４
―
３
２

―
３
３
４
４
）

夏
の
行
楽
シ
ー
ズ
ン
到
来

事
故
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に

郡
危
険
物
安
全
協
会
表
彰

防
災
行
政
無
線
で
の

火
災
情
報
の
お
知
ら
せ
に
つ
い
て

22
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40歳以上の国民健康保険加入者の人へ

令和２年度 特定健康診査のご案内

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため延期していました特定健康診査は、７月１日より実施します。

対象の人には、オレンジ色の封筒で受診票を送付しますのでご確認ください。

40歳～65歳 66歳～74歳

受診票送付時期 ６月中旬 ７月中旬

健診期間

７月１日～31日 ８月１日～９月15日

※医療機関の混雑などを避けるため、年齢により上記実施期間を分けています。

※上記期間を過ぎても12月28日まで受診できます。

料 金 無料

主な検査項目

問診・身体計測・診察・血圧測定・尿検査（尿糖・尿蛋白・尿潜血）・血液検査

（脂質・肝機能・腎機能・血糖）など

持 ち 物

① 特定健康診査受診票

② 国民健康保険被保険者証

受診場所 町指定医療機関（受診票に同封された案内をご確認ください。）

※注 治療中（医療機関への通院中）の人も対象となります。

◎各医療機関において十分な感染症予防対策を行っています。

【受診時の注意】

・発熱などの風邪症状がみられるときは受診をお控えください。

・受診する際にはマスクを着用してください。また、入口などに設置のアルコール消毒液による手指消毒

をお願いします。

・予約が必要な医療機関がありますので、同封のご案内をよくご確認のうえ受診してください。

勤務先の健診を受ける人へ（お願い）

町国民健康保険加入者で勤務先の健康診断を受ける人は、特定健診を受診する必要はありませんが、住民

人権課へ健診結果のコピーなど書類の提出にご協力ください。

問住民人権課 �32―1104



広報ようろう 2020.7.1 24

乳幼児の健診・相談など（場所：町保健センター）
区分 行事名 実施日 受付時間 対 象 備 考

健
診

乳 児 健 診 ７月21日（火）

13：20～

14：00

令和２年３月１日～
令和２年４月15日生まれ

・該当者には２週間前

までに通知します。

10か 月 児 健 診 ７月28日（火）
令和元年９月１日～
令和元年10月15生まれ

１歳６か月児健診 ８月４日（火）
平成30年12月１日～
平成31年１月15日生まれ

２ 歳 児 歯 科 健 診
◇フッ素塗布（１回目）診察あり

８月12日（水）
13：00～

13：30
平成30年４月16日～
平成30年７月15日生まれ

◇フッ素塗布（２回目） ８月12日（水）
14：00～

14：15
平成29年10月16日～
平成30年１月15日生まれ

・該当者への通知はあり

ません。

３ 歳 児 健 診

７月22日（水）
13：20～

14：00

平成29年４月16日～
平成29年５月31日生まれ ・該当者には２週間前に

通知します。
８月11日（火）

平成29年６月１日～
平成29年７月15日生まれ

相
談 育 児 相 談

７月14日（火）

28日（火）

８月11日（火）

10：30～

11：30

乳幼児の発達・発育に

不安や悩みをもつ人

【要予約】

事前に電話で予約

教
室 パパママ教室

内容：出産後の育児など
８月８日（土）

実施時間

９：30～

11：30

３月･４月･５月妊娠届出者

とその家族

【申込期限】

７月31日（金）

●定期予防接種

感染症を予防するために効果的な方法として予防接種があります。町内の指定医療機関

で、定期の予防接種を通年実施しています。

該当者には、町より予診票を配布しています。接種希望日３日前までに指定医療機関に

予約してください。

なお、町外にかかりつけ医がいる人や、やむを得ない事情により町内での接種を受ける

ことが困難な人は、県内広域化予防接種協力医療機関で予防接種を受けることができます。

くわしくは町保健センターへ問い合わせてください。

予防接種の種類などくわしくは、８月号に掲載します。

母子健康手帳の交付（場所：町保健センター）
日 時 母子健康手帳の交付に必要な持ち物

７月17日（金）
８月７日（金）
いずれも
15:00～16:00受付

①医療機関が発行した妊娠届出書（妊娠証明書）

②妊婦さんご本人のマイナンバーを確認できるもの（個人番号カードまたは通知カード）

③妊婦さんご本人の身元を確認できるもの（運転免許証またはパスポートなど）

※「妊婦健康診査受診票」、「出産後に赤ちゃんが行う検査に必要な書類」なども交付します。
※上記の日時で都合が悪い場合は、ご連絡ください。

十分な感染症予防対策を行い、事業を実施します。
ただし、新型コロナウイルス感染症拡大状況によっては、中止や延期となる場合があります。
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成人の相談・検診

行事名 実施日 場所 対象 備考

健康相談・
体組成測定
10：00～11：30受付 ８月３日（月） 町保健センター 一般住民

【申込】不要

・心身の悩み、健診結果、食事

などの相談

・体組成測定（体重、体脂肪、

筋肉量など）

胃がん検診
大腸がん検診
肺がん検診

９月24日（木） 広幡公民館
40歳以上の人

（令和元年度胃内視

鏡検査受診者は、胃

がん検診を受診する

ことはできません）

【申込】７月17日（金）までに町

保健センターへ電話で

（健診希望調査で申込み

をした人は不要）

・実施日の２週間前に案内を送付

します。

９月25日（金） 小畑公民館

９月30日（水） 室原自治会館

◎検査方法

胃がん検診：胃部Ｘ線検査

大腸がん検診：便潜血反応検査

肺がん検診：胸部Ｘ線検査、喀痰検査

◎受付時間 ８：30～11：00

◎料金

胃がん検診 500円

大腸がん検診 500円

肺がん検診 500円

（胸部Ｘ線のみは100円）

前立腺がん検診
◎料金 1,000円

◎検診方法 血液検査

７月１日（水）～

７月31日（金）

町内医療機関

昭和30年４月～

昭和46年３月

生まれの男性

【申込】７月17日（金）までに町

保健センターへ電話で

（健診希望調査で申込み

をした人は不要）

※胃がんリスク検診注意事項

胃の病気が疑われる、除菌治療を

受けたことがある場合など対象と

ならないことがあります。

８月１日（土）～

９月15日（火）

（日曜日、祝日、

休診日などは

除く）

昭和20年９月～

昭和30年３月

生まれの男性

胃がんリスク検診
◎料金 1,400円

◎検診方法 血液検査

※過去に検査を受けた

ことがない人

７月１日（水）～

７月31日（金）

昭和30年４月～

昭和56年３月

生まれの人

８月１日（土）～

９月15日（火）

（日曜日、祝日、

休診日などは

除く）

昭和20年９月～

昭和30年３月

生まれの人

肝炎ウイルス検診
◎料金 無料

◎検査方法 血液検査

※過去に検査を受けた

ことがない人

７月１日（水）～

７月31日（金）

昭和30年４月～

昭和56年３月

生まれの人

８月１日（土）～

９月15日（火）

（日曜日、祝日、

休診日などは

除く）

昭和20年９月～

昭和30年３月

生まれの人

25

休日診療医療機関（７月19日～８月10日）休日診療の問い合わせ：救急医療情報センター（�32－3799）

７月19日（日） ７月23日（木･祝）７月24日（金･祝） ７月26日（日） ８月２日（日） ８月９日（日） ８月10日（月･祝）

西美濃厚生病院

�32－1161

西美濃厚生病院

�32－1161

西美濃厚生病院

�32－1161

やまぐち内科

クリニック

�32－0008

養老整形外科

クリニック

�34－3946

西美濃厚生病院

�32－1161

西美濃厚生病院

�32－1161

【診療時間】９時～16時30分 【持ち物】保険証、受診料 ◆一部変更の場合があります。

＊西美濃厚生病院では表とは別に休日および夜間の救急診療を行っています。
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７月は“社会を明るくする運動”
強調月間・再犯防止啓発月間 です。

“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～は、すべての国民が、

犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を

合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動で、令和２年で70回

目を迎えます。

テレビや新聞では、毎日のように事件（犯罪）のニュースが報道されていますが、安全で安心な暮らしは

すべての人の望みです。犯罪や非行をなくすためには、どうすればよいのでしょうか。取締りを強化して、

罪を犯した人を処罰することも必要なことです。しかし、立ち直ろうと決意した人を社会で受け入れて

いくことや、犯罪や非行をする人を生み出さない家庭や地域づくりをすることもまた、とても大切なこと

なのです。

立ち直りを支える家庭や地域をつくる。そのためには、一部の人たちだけでなく、地域のすべての人

たちがそれぞれの立場で関わっていく必要があります。“社会を明るくする運動”では、犯罪や非行の

ない地域をつくるために、一人ひとりが考え、参加するきっかけをつくることを目指しています。

また、街頭広報、ポスターの掲出、新聞やテレビなどの広報活動に加えて、だれでも参加できるさまざまな

催しも行っています。犯罪や非行のない安全で安心な暮らしを叶えるため、いま何が求められているのか、

そして、自分には何ができるのかを、みなさんで考えてみませんか。
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◆固定資産税 ２期分

◆国民健康保険税 全期・３期分

◆後期高齢者医療保険料 １期分

◆水道料・下水道料・

農業集落排水使用料・住宅使用料 ７月分

＊口座振替日は７月31日（金）です。
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人口 ２８，２８９人 （－38）

男 １３，９２５人 （－8）

女 １４，３６４人 （－30）

世帯数 １０，４２９世帯（－4）

転入 ３４人 転出 ５６人

出生 ６人 死亡 ２２人

人口５月31日現在（ ）内は前月比

（
５
月
１
日
～
５
月

31日
受
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分
、
敬
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略
）

酒 害 相 談

アルコール依存に関して、心配されている本人や

その家族に対応します。

日 時：８月５日（月）19時～21時

場 所：大垣市総合福祉会館

詳しくは、県精神保健福祉センターへ

お問い合わせください。

問県精神保健福祉センター �058―231―9724

相談種類 相談日 時間 場所 連絡先

人権相談 7月15日（水）
8月 5日（水） 13時～16時 町老人福祉センター２階

住民人権課
�32-1104

法律相談 要予約
（弁護士が相談を受けます）

7月16日（木） 13時～15時 町老人福祉センター２階
町社会福祉協議会
�34-3504

行政相談
（行政への苦情などを受けます）

7月 8日（水） 13時～16時 町老人福祉センター２階
総務課
�32-1101

心配ごと相談
7月15日（水）
8月 5日（水）

13時～16時 町老人福祉センター２階
町社会福祉協議会
�34-3504

定期職業相談 年内は実施しません
町福祉センター
�32-1147

結婚相談 日時は相談者と調整のうえ決定します
町商工会館（町産業文化
会館）相談室

町商工会事務局
�32-0549

マリサポ相談室※
（婚活相談会）

7月12日（日）
8月 9日（日）

９時30分～
11時30分

「コンサポようろう」
ホームページをご覧ください。

子ども課
�32-5078

県よろず支援拠点による 要予約

中小企業経営相談窓口 8月 6日（木） 13時～17時 町中央公民館 第１会議室
企業誘致・商工観光課
�32-1108

消費生活相談
（消費生活相談員が相談を受けます）

7月20日（月）
8月 3日（月）

10時～12時
13時～15時 企業誘致・商工観光課

企業誘致・商工観光課
�32-1108

※申込については「コンサポようろう」ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により、予定が変更となる場合があります。
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■養老町の防災アプリ「養老町防災行政情報」

iPhone版 Android版

■養老町の防災情報メール配信「あんしん防災ネット」

PC/スマホ版
フィーチャーフォン
（ガラケー）版

ビンの分別についてのお願い
資源化物として回収しているビンについて、円滑な資源化を進めるため、次の点に注意して出してください。

①金属やプラスチックのキャップは取り外してください。

②中身は使い切って水で洗うなど、きれいにしてください。

③ビンの中にごみなどの異物は入れないでください。

④耐熱ガラス、ガラス食器、化粧品や農薬のビンは「燃やせないごみ」で出してください。

次の写真はキャップがついていたり、汚れが残っているなど、そのままでは資源化できないものの例です。

資源の再生利用を推進するため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
問生活環境課 �32―1106

※「ビンの形をした陶磁器ボトル」や陶磁器

と似ている「乳白色ガラス（塗り薬容器など）」

についても、資源化できません。

ご寄附ありがとうございました

衛生用品として

株式会社 アクセス 株式会社 片山縫製

■マスク 60,000枚 ■マスク 5,000枚

会議などでの
飲料として

酒清酒店

■お茶 ３ケース

▼

寄附品を渡す

株式会社アクセス

上田淳太郎 代表取締役（中央）


